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7. ファレメ橋建設に係るマリ共和国政府およびセネガル共和国政府間の議定書 

（和文翻訳） 

マリ共和国                                   セネガル共和国 

１つの国民、１つの目的、１つの真義             １つの国民、１つの目的、１つの真義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファレメ橋建設に係るマリ共和国政府およびセネガル共和国政府間の 
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バマコ、2006年 12月５日 
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マリ共和国政府 

及び 

セネガル共和国政府は、 

※ 両国の友好及び協力関係を一層強固なものにすることを望み、 

※ 地域圏の統合に努め、 

※ 西アフリカ経済通貨同盟（UEMOA）が重要視しているダカール－バマコ回廊の発展を考慮し、 

※ ファレメ橋及び関連施設に関する詳細設計並びに建設のための資金に関して、両当事国が日本

国政府に対して無償資金協力の要請を提出したことに鑑み、 

※ この新たに建設される橋梁が交易及び人や物資の自由な流通の促進に不可欠であることを考

慮し、 

以下の条項に合意するものである。 

 

第一条 総則 

１． マリ共和国政府及びセネガル共和国政府（以下に“両当事者”と称する）は、両国間の交易を促

進・推進するために、ダカール－バマコ間の回廊に位置するファレメ川に架かる国境橋の建設の

必要性を認識している。 

２． ファレメ川における国境線は、マリ・セネガル両国の国境に関する規定に従い、ファレメ川の流

れの中央線と定める。国境橋上における国境線及び／または標識は両国の管轄機関によって設置

されるものとする。 

３． 行政権に関しては、両国が各々その主権を行使する。 

 

第二条 プロジェクト管理委員会 

１． “両当事者”は、プロジェクト管理委員会（以下に“委員会”と称する）を設置することに合意

した。委員会の役割は、技術面、法律面、行政面での本計画全体の調整である。“委員会”のメ

ンバーは以下の通りである。 

• マリ国側： 

• Mr. Issama Hassimi DIALLO 設備・運輸省 国家道路局（DNR）次長 

• Mr. Almaimoune Ali 設備・運輸省 国家道路局キタ／サラヤプロジェクトマネージャー 

• Mr. Seydou BAGAYOGO 経済・財務省 公債総局次長 

• Mr. Taoule KEITA 外務・国際協力省 国際協力局 

 

• セネガル国側： 

• インフラ・設備・運輸省 公共事業局長 

• 道路建設庁（AATR）技術部長 

• 道路建設庁（AATR）プロジェクト担当者 

• 経済・財務省 代表者 

• 環境自然保護省 環境及び指定施設局 代表者 

• インフラ・設備・運輸省 陸上運輸局 代表者 

２． マリ国国家道路局及びセネガル国公共事業局は、協力して、“委員会”の調整・運営に当たるも

のとする。 
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３． “両当事者”は、両国の公共事業を担当する省をプロジェクトの監理責任機関とし、“委員会”

はこの機関に報告書を提出することに合意した。 

４． マリ国国家道路局及びセネガル国道路建設庁は、プロジェクトの実施機関であり、その管理責任

機関である。 

５． “委員会”は、両国において交互に開かれるものとする。“両当事者”は、関係するそれぞれの

費用を、それぞれが負担するものとする。 

 

第三条 両当事者の全般的責任 

計画の円滑なる実施のために、“両当事者”は次の事項につき合意した。 

１． 工事の契約は国際協力機構（JICA）の「一般プロジェクト無償資金協力及び水産無償資金協力に

かかるガイドライン」にしたがって行われるものとする。 

２． マリ国政府及びセネガル国政府は、詳細設計並びに施工監理に関して日本のコンサルタント会社

一社との契約を、共に署名するものとする。 

同様に、橋梁建設に関しても、日本の建設業者との契約に共に署名するものとする。 

上記２契約における「施主」は、マリ国設備・運輸省並びにセネガル国インフラ・運輸・設備省

とする。 

３． “両当事者”は、以下の事項を行う。 

a) コンサルタント契約の締結 

b) 業者入札 

c) 業者契約の締結 

d) 完工証明の発行 

４． “両当事者”は、橋梁の建設作業に必要な以下の措置を含むすべての措置を講じる 

a) 橋梁の建設工事に必要な土地の確保 

b) 両国における邦人の入国、移動の自由及び滞在に関する措置 

c) 日本の贈与で購入した生産物の迅速な通関 

d) 両国がそれぞれ履行すべき免税の義務 

５． “両当事者”は、贈与によって負担されるべきものを除き、計画の実施のために必要な全ての経

費を共同で負担する。 

６． “両当事者”は、当事者と日本政府により署名される交換公文に従い、日本国内の銀行と銀行取

極めを別々に結び、口座を開設し支払授与権を発行する。 

７． “両当事者”は、橋梁建設終了前に、“両当事者”が合意する必要で適切な条件を満たす国境施

設を建設する。 

 

第四条 本計画の実施 

本計画の実施は、以下の行程で構成されるものとする。 

(a) 詳細設計に関する交換公文署名 

(b) 詳細設計 

(c) 施工に関する交換公文署名 

(d) 入札 

(e) 施工 
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第五条 技術的側面 

１． 新しく建設される橋梁の維持管理費用は、“両当事者”が同額ずつ負担する。維持管理の技術的

方法や実施については、“両当事者”の代表者が協議してこれを定めるものとし、議定書を作成

するものとする。 

２． 将来行う橋梁のすべての改良は“両当事者”が責任持つものとし、必要となる費用は両国が同額

負担する。 

 

第六条 設計の技術仕様 

橋梁の種類、位置、工事の範囲については、JICA が実施する基本設計調査の結果に従って、“両当事

者”の合意を受け、最終的に日本国政府が承認する。 

 

第七条 資源 

本計画の土木工事には、“両当事者”のそれぞれの領土内で利用可能な物資、機材及び／あるいは労働

力が、ある程度満足すべき質を示す場合は、価格の安い国からの調達を優先する。 

 

第八条 施設 

“両当事者”によって用地が提供され次第、請負業者はただちに工事基地及びその他の現場施設の建

設を開始する。 

 

第九条 合意の期間 

本議定書は、新しい橋梁の全耐用期間、または“両当事者”によって合意された期間にわたって効力

を有する。 

 

第十条 修正 

本議定書は、“両当事者”の相互の合意によって修正することができる。“両当事者”のいずれかが修

正を望むときは、書面にて修正内容を当事者の他方に通知しなければならない。 

 

第十一条 付属書 

１． 本議定書の付属書は、“両当事者”の書面による合意によって採択されなければならない。 

２． 付属書は、手続き、財務、科学、技術、管理に関する問題を扱うことができる。 

 

第十二条 紛争の解決 

１． 付属書を含む本議定書の解釈および適用に関して、紛争が生じた場合、“両当事者”は、友好的

な解決を目指し、交渉によって解決を図る。 

２． ６ヶ月後に紛争が解決されない場合、“両当事者”のいずれかの要請に従い、以下に規定する仲

裁審判所に解決を委ねるものとする。 

３． 仲裁審判所は、それぞれの紛争に対して以下のように構成されるものとする。 

a) 仲裁の要請を受けてから２ヶ月以内に各当事者は審判所のメンバーを一人指名する。 

b) 指名された２名は、両当事国以外の第三国の国籍を有する人物を、仲裁審判所の議長（以下

に“議長”と称する）として、“両当事者”の合意によって、選出する。 
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c) “議長”は、２名のメンバーが指名されてから３ヶ月以内に指名されるものとする。 

４． 本条項に規定する期間において、必要な指名がなされない場合、両国の公共事業を担当する大臣

が、国家元首の請求を受け、仲裁審判の“議長”を指名する。 

５． 仲裁審判所は多数決で裁定を行う。この裁定は最終的なものとする。各当事者は、それぞれの仲

裁手続き費用を負担するものとする。“議長”の費用および他の費用は“両当事者”が同額を負

担する。 

６． 仲裁審判所は、本議定書の条項および適用可能な国際法の原則並びに規則を基礎として裁定を行

うものとする。 

 

第十三条 橋梁の所有権及び財産 

新しく建設される橋梁及び関連する財産は、“両当事者”の共同の所有物とする。各当事者はこれらの

財産の 50％を所有するものとする。新しく建設される橋梁に関わる財産によって生ずる収入は、“両

当事者”で折半する。 

 

第十四条 発効 

本議定書はねそれぞれに関係当局が署名し次第発効するものとする。 

 

バマコ 2006年 12月５日 

 

この証拠として、それぞれ同一な本議定書原本を２通仏語で作成する。 

 

マリ共和国政府の名において 

設備・運輸大臣 

Abdoulaya KOITA 

 

 

 

セネガル共和国政府の名において 

国務大臣 インフラ・設備・運輸大臣 

Habib SY 

 

 

外務・国際協力大臣 

Moctar WANE 

国務大臣 外務大臣 

Cheikh Tidiana GADIO 
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（原文コピー） 
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